
本マニュアルのご利用に当たっては、以下の留意事項をご確認ください。

確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxでデータ送信！

税務署 この社会あなたの税がいきている

確定申告書等作成コーナーを利用した

贈与税の申告書代理送信マニュアル

① e-Taxソフト及び確定申告書等作成コーナー（以下「作成コーナー」といいます。）を利用するに当たっ

て、推奨環境を満たしていること（詳しくは、e-Taxホームページ及び作成コーナーをご確認ください。）。

② 税理士及び税理士法人（以下「税理士等」といいます。）が、e-Taxを利用するための開始届出書を提

出し、メッセージボックスに「税務代理利用可能の通知」が格納されており、初期登録（電子証明書の登

録等）が完了していること。

③ 納税者本人がe-Taxを利用するための利用者識別番号を取得していること。

④ e-Taxソフトをダウンロードし、初期登録等が完了していること。

税理士の方のための
平成29年分用
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○ はじめに（作成の流れ）

1

⇒ ２ページ

贈与税の申告書作成コーナー

e-Taxソフト

作成 の流 れ

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入により、平成28年分以降の贈与税の申告書には、

マイナンバー（個人番号）の記載が必要となり、マイナンバーを記載した申告書を税務署に提出す

る際は、税務署で本人確認（番号確認及び身元確認）をさせていただくことになります。

税務代理人がマイナンバーを記載した申告書を提出する場合の本人確認方法等は、次表のとおり

です。

したがって、税理士等がe-Taxにより代理送信を行う場合には、納税者の本人確認書類を添付す

る必要はなく、社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入前と代理送信の手順は変わりません。

社会保障・税番号（マイナンバー）制度について

「税務代理権限証書」を作成

「贈与税の申告書」を作成

ＳＴＥＰ２で作成した「贈与税の申告書」に
ＳＴＥＰ１で作成した「税務代理権限証書」を添付して

⇒ 6ページ送信！

⇒ ５ページ

⇒ ２ページ

STEP1 e-Taxソフト

贈与税の申告書作成コーナーSTEP３

STEP1 e-Taxソフト

贈与税の申告書作成コーナーSTEP2

e-Tax代理送信 （参考）書面提出

代理権確認 税務代理権限証書データにより確認 税務代理権限証書により確認

代理人の身元確認
税理士の電子証明書により（税理士法人の場合は、代理送

信されたことをもって）確認

税理士証票（税理士法人の場合は、社員税理士等の税理士

証票）の提示又は写しの添付により確認

本人の番号確認 税務署のシステムにより確認 本人の番号確認書類の写し等により確認

本人確認方法等
区　分



１ 税務代理権限証書の作成

e-Taxソフトを起動し、税務代理権限証書を作成します。

（１） e-Taxソフトの起動等

②「作成」ボタンを

クリック

④「新規作成」ボタンを

クリック

① e-Taxソフトを起動します。

② メニューボタンから「作成」ボタンをクリックします。

③ 「添付書類」をクリックします。

④ 「新規作成」ボタンをクリックします。

（２） 作成する添付書類の選択

作成する添付書類（税務代理権限証書等）を選択します。

なお、次のページ以降では「税務代理権限証書」を例に説明しますが、「税理士法第33条の２の添付書

面」でも操作方法は同じです。

2

作成する添付書類を選択

③「添付書類」を

クリック

①「e-Taxソフト」

を起動



（３） 税務代理権限証書の入力

① 氏名等の項目を入力

① 表示された税務代理権限証書に必要な項目を入力します。

② 「作成完了」ボタンをクリックします。

なお、他にも作成する添付書類がある場合は、（2）～（3）を行います。

（４） 税務代理権限証書の切り出し

①「税務代理権限証書」

を選択

① 添付書類一覧から「税務代理権限証書」を選択します。

② 「切り出し」ボタンをクリックします。

なお、添付書類が複数ある場合には、添付書類を一つずつ選択し、「切り出し」を行います。

3

②「作成完了」ボタンを

クリック

②「切り出し」ボタンを

クリック



（５） 税務代理権限証書の保存

① デスクトップ等任意の

保存先を選択

② 「保存」ボタン

をクリック

① データの保存先を選択します。

保存したデータは、作成コーナーで贈与税の申告書を作成した後に使用します。

② 「保存」ボタンをクリックします。

指定した保存先に添付書類データファイル（拡張子「.xml」）が保存され、「添付書類一覧」画面に

戻ります。

4

以上の手順で、「税務代理権限証書」のデータファイルが作成完了

となりますので、e-Taxソフトを終了します。

次ページ以降では、作成コーナーで贈与税の申告書を作成し、「税

務代理権限証書」のデータファイルを贈与税の申告書データに添付

（結合）して、送信する手順を説明します。



２ 贈与税の申告書の作成

作成コーナーを起動して、贈与税の申告書を作成します。

（１） 作成コーナーの起動

（２） 提出方法の選択

「e-Tax」ボタン

をクリック

画面の案内に従ってe-Taxを利用するための準備を行います。

画面の案内に従って贈与税の申告書を作成します。

贈与税の申告書作成コーナーの操作方法については、画面右上（※）の「入力例」をクリックし、各種操作

の手引きをご確認ください。

5

「申告書・決算書 収支内訳書等

作成開始」ボタンをクリック

（※）

（３） 作成する申告書等の選択

「贈与税コーナーへ」ボタンを

クリックし、申告書を作成



（１） 送信準備（利用者識別番号等の入力）

① 納税者の利用者

識別番号を入力

② 税理士等に関

する事項を入力

③ 「入力終了（次へ）＞」

ボタンをクリック① 納税者の利用者識別番号を入力します。

② 税理士等に関する事項を入力します。

③ 「入力終了（次へ）＞」ボタンをクリックします。

6

３ 申告書及び税務代理権限証書の送信



（２） 送信準備（送信方法の選択等）

① e-Taxソフトで作成した税務代理権限証書を贈与税の申告書データに添付（結合）するため、

「一緒に送信する書類がある。」にチェックします。

② 「入力終了（次へ）＞」ボタンをクリックします。

7

②「入力終了（次へ）＞」

ボタンをクリック

①「一緒に送信する書類がある。」

にチェック



（３） 送信準備（同時に送信するデータの選択）①

「参照」ボタンを

クリック

「２ 電子申告等データの選択」欄の「参照」ボタンをクリックし、４ページで作成した「税務代理権限

証書」の保存先を選択します。

8



（４） 送信準備（同時に送信するデータの選択）②

① 添付（結合）する税務代理権限証書データを選択します。

② 「開く」ボタンをクリックします。

9

① 添付（結合）する

データを選択

② 「開く」ボタンを

クリック



（５） 送信準備（同時に送信するデータの選択）③

② 「次へ＞」ボタンを

クリック

① e-Taxソフトで作成した税務代理権限証書が選択されていることを確認します。

② 「次へ＞」ボタンをクリックします。
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① 選択されている

ことを確認



（６） ICカードの準備（税理士等）

① ICカードがICカードリーダライタにセットされていることを確認し、ICカード発行元の認証局名を選択

します。

② 「次へ」ボタンをクリックします。

（７） 電子証明書のパスワードの入力

② 「ＯＫ」ボタンを

クリック

① パスワードを入力

① 上記（６）で選択した電子証明書のパスワードを入力します。

② 「ＯＫ」ボタンをクリックします。
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① 認証局サービス名を選択

②「次へ」ボタンを

クリック



（８） 電子証明書の内容確認（税理士等）

① 電子証明書の内容を確認します。

② 「次へ」ボタンをクリックします。

① 電子証明書の内容を確認

（９） ICカードの準備（納税者）

「送信へ」ボタンをクリックします。

※ 納税者の電子証明書の署名を行う場合は、「認証局サービス名」欄で認証局サービス名を選択し、

「次へ」ボタンをクリックして、納税者の電子証明書の署名を行います。

12

ここでは、納税者の電子証明書の署名を省略して送信する場合を説明します。

② 「次へ」ボタンを

クリック

「送信へ」ボタンを

クリック



（1０） 電子申告等データの送信

① 税理士の利用者識別

番号に係る暗証番号を

入力

① 税理士の利用者識別番号に係る暗証番号を入力します。

② 「送信」ボタンをクリックします。

② 「送信」ボタンを

クリック

（1１） 即時通知

「受信通知確認」ボ

タンをクリック

「受信通知確認」ボタンをクリックします。

この即時通知の内容を後で確認する場合は、「保存」ボタンをクリックしてください。
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（1２） 受信通知

① 電子申告等データが受信されたことを確認します。

なお、受信した申告書等データをパソコンに保存する場合は、「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

以上で、代理送信は終了です。

次の画面以降で送信した申告書等データが表示されますので、必要に応じて印刷等を行ってく

ださい。
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② e-Taxで贈与税の申告書を提出（送信）する場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類

③ 「送信終了（次へ）＞」ボタンをクリックします。

について、書面による提出に代えて、イメージデータ（PDF形式）により提出することができます（次のページ
をご覧ください。）。

①受信通知を確認

② 添付書類のイメージ

データ送信を行う場合は、

「添付書類（PDF）の送

信」ボタンをクリック

③ 「送信終了（次へ）＞」

ボタンをクリック



○ e-Taxで申告を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類については、書面に

よる提出に代えて、 イメージデータ（PDF形式）により提出ができます。

イメージデータで送信可能な添付書類は、戸籍の謄本や登記事項証明書などです。

「相続時精算課税選択届出書」など、電子データ（XML形式）により提出が可能な添付書類について

は、イメージデータで提出することができません。

詳しくは、e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。

イメージデータで送信可能なデータ形式は「PDF形式」です。

なお、PDF形式のイメージデータの作成は、①添付書類（書面）をスキャナにより読み取り、PDF形式に

変換する方法、②パソコンで作成した添付書類（文書データ等）をソフトウェアでPDF形式に変換する方

法などがあります。

「確定申告書等作成コーナー」の「贈与税の申告書作成コーナー」では、e-Taxにより申告書等データ

を送信後、一連の流れから、添付書類のイメージデータを追加で送信する方式（追加送信方式）により

行うことができます。

なお、送信できる回数は10回までとなります。

【参考】添付書類のイメージデータ送信について

１回の送信当たり最大16ファイル、1.5MBの容量のデータを送信できます。

※ 最大10回の送信で160ファイル、15MBまで送信可能

１ 対象となる添付書類

２ データ形式

３ 送信方法

４ 送信可能ファイル数及びデータ容量

送信する添付書類のイ

メージデータを選択し

送信！
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